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平 成 29年 4月 太 子 町 教 育 委 員 会 （ 定 例 会 ） 

会 議 録 

 

平成29年4月7日午後3時30分より太子町教育委員会をＡ101会議室に招集した。 

 

１．議 事 日 程 

 

  第1．開会・委員長あいさつ 

 

第2．前回臨時会会議録の承認 

 

  第3．本日の会議録署名委員指名 

 

  第4．行事結果・予定報告 

 

第5．教育長報告 

     太子町教育委員会後援名義使用許可について 

平成28年度中学校卒業生進路状況について 

 

  第6. 平成29年度各担当事業の概要について 

 

  第7．議   事 

議案第30号 太子町教育委員会補助金交付要綱の一部を改正する要綱の 

制定について 

議案第31号 寄附の申立てに対する採納の可否について 

議案第32号 学校指定の変更申立てに関する専決処理ついて 

議案第33号 区域外就学の承諾について 

 

２．本日の会議に出席した教育委員 

  委員長 三浦淳子 

  委 員 福田敏博・福田幸代・圓尾健太郎・寺田寛文 

 

３．本日の会議に出席した事務局職員 

教 育 次 長  木村 和義 

管 理 課 長  首藤 武司 

社会教育課長  渡邊 寧 

文化推進課長  田中 幸代 

給食センター所長  水田 久哉 

体 育 館 長  藏屋 一彦 
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図 書 館 長  片木 美智 

歴 史 資 料 館 長  田村 三千夫 

管 理 課 主 査  大角 かおり 
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平成29年4月7日 午後3時30分開議 

 

委 員 長  こんにちは。時間になりましたので平成 29 年 4 月の定例委員会を始めさせていただき

ます。桜も満開を迎え、本日午前は小学校の入学式、午後は中学校の入学式が行われ

ました。小学校の 1 年生は本当にかわいくて、また中学校 1 年生は小学校 6 年生と違

って制服も違うととてもキリッとして見えて、この 3 年間のうちに立派に成長される

ことと思います。入学式に出席いただいた皆様ご苦労様でした。本日は少し議題も多

いのですがスムーズに進行できますよう皆様ご協力のほどよろしくお願いします。 

      本日も会議日程に基づいて進めていきたいと思います。 

それでは前回の臨時会議の会議録承認を福田敏博委員さんと圓尾委員さんにお願いし

ます。本日の会議録の署名委員に福田幸代委員さんと寺田委員さんを指名させていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

また、本日の第 32号議案と第 33 号議案につきましては個人情報保護の観点から非公開

とさせていただきますがよろしいでしょうか。 

各 委 員  はい。結構です。 

委 員 長  ありがとうございます。それでは、非公開とさせていただきます。 

       

     ●行事結果および行事予定報告 

 

委 員 長  それでは行事結果および行事予定について説明をお願いします。 

管理課長  それでは行事結果・行事予定の説明をさせていただきます。 

＜4・5・6月の行事結果並びに行事予定説明＞ 

委 員 長  4・5・6 月の行事結果と行事予定について説明していただきましたが、これについて何

かご意見ご質問等はございませんか。質問がないようでしたら、続いて教育長報告を

お願いします。 

 

     ●教育長報告 

 

教育次長  今回は後援名義使用許可申請が 1件と平成 28 年度中学校卒業生進路状況について報告

させていただきます。 

9 ページをお開きください。申請者は龍野ソフトテニス協会会長、大村哲氏。行事名は

第 64 回井口杯ソフトテニス大会、実施日は平成 29 年 5 月 4 日(木)、実施場所は太子

町総合運動公園、太子東中学校、たつの市中川原公園、龍野西中学校でございます。

詳細は 10ページをご参照ください。以上です。 

委 員 長  ご意見、ご質問はございませんか。なければ次に進みますが、よろしいでしょうか。 

各 委 員  結構です。 

委 員 長  では次の報告について説明お願いします。 

教育次長  ＜「平成 28 年度中学校卒業生進路報告」説明＞ 

教 育 長  補足させていただきます。公立高校定時制・通信制・多部制の「その他」については龍
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野北高校です。 

委 員 長  ご意見、ご質問はございませんか。なければ次に進みますが、よろしいでしょうか。 

各 委 員  結構です。 

 

     ●平成 29 年度各担当事業の概要 

 

管理課長  まず管理課から説明させていただきます。 

お手元の資料 18 ページをお開きください。 

＜管理課事業説明＞ 

      １ 学校教育施設の改修整備の推進 

２ 多様な生徒への対応の推進 

      ３ 外国語活動の充実 

      ４ 今後の公立幼稚園の在り方についての検討 

給食センター所長  給食センター所長の水田でございます。19ページをお開きください。 

＜給食センター事業説明＞ 

      １ 給食センター建設に向けた用地取得及び基本設計の作成 

      ２ 学校給食用食材の地産地消の推進 

      ３ 『今日の給食』を町ホームページ・Facebook に掲載し安全・安心な学校給食の提

供 

社会教育課長  続きまして社会教育課より説明させていただきます。24 ページをご覧ください。 

＜社会教育の重点目標説明＞ 

      １ 自己実現と共生をめざす人権教育の推進 

      ２ 社会教育の指導者としての資質・能力の向上 

      ＜社会教育課事業説明＞ 

      １ 社会教育施設等の整備事業 

      ２ 教育事業 

      ＜南総合センター事業説明＞ 

      １ 運営方針 

      ２ 事業内容 今年度の交流盆踊りは工事の関係で中止の方向で地域と調整中 

体育館長  4 月より体育館長に任命されました藏屋と申します。よろしくお願いします。29 ペ

ージをお開きください。 

＜体育館事業説明＞ 

１ 運営方針 

      ２ 事業内容 

・町民体育館につき改修に向けて、平成 29年度は耐震診断を実施予定 

・総合公園テニスコートの夜間営業を 4月より開始 

・聖徳太子奉賛中学生駅伝競走大会を総合公園陸上競技場周辺コースで開催予定 

文化推進課長  文化推進課の田中と申します。よろしくお願いします。4月 1日より教育委員会の組織

の改編により図書館、歴史資料館の所管が文化会館となり、文化推進課へ課名が変わり
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ました。ふるさと文化村としての休館日を統一し、分かりやすく利用しやすい環境を整

え、利用者の立場に配慮した運営に心がけていきたいと思います。31 ページをご覧く

ださい。 

      ＜文化推進課事業について＞ 

      １ 文化芸術係 自主事業計画 

      ２ 公民館係 各地区公民館事業 

図書館長  図書館長の片木でございます。38ページをご覧ください。 

＜図書館事業説明＞ 

      １ 運営方針 

２ 事業内容 

・ 読書推進のため、幅広い年齢を対象とした読書会、講座、講演会等の開催 

・ 子供たちが優れた本に出会う機会を増やすための昔話のストーリーテリングやブ

ックトークを実施 

・ 乳児と保護者を対象としたブックスタート事業や絵本の交換会の実施 

歴史資料館長  歴史資料館長の田村でございます。39ページをお願いします。 

＜歴史資料館事業説明＞ 

      １ 運営方針 

      ２ 事業内容 

       ・資料整理事業 

・展示事業 （仮）雨をくだされおぉてんとう 

       ・講座、講演会事業 

社教課長  40 ページ以降ですが、新しい組織図、職員名簿、関係委員名簿と施設の概要になりま

す。以上でございます。 

委 員 長  ありがとうございました。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

教 育 長  42 ページの人事異動についてもう少し説明いただけますか。 

社教課長  ＜社会教育課所属職員の異動について説明＞ 

文化推進課長  ＜文化推進課所属職員の異動について説明＞ 

教 育 長  関係委員の異動はありますか。 

文化推進課長  あすかホール文化振興協会役員について、総会がまだなので決定ではありませんが監事

の藤室義春さんが退任の予定です。正式には総会で決定します。 

教 育 長  総会はいつですか。 

文化推進課長  すみません。控えていなかったので詳しくは分からないのですが 4月下旬です。 

委 員 長  社会教育審議会委員に公募とあるのですが公募するのですか。 

教育次長  公募したのですが応募がなかったので空席なんです。どなたかいらっしゃいましたらお

願いします。 

委 員 長  これから公募するのかと思いまして。 

社教課長  随時募集中ですので、年度変わりのこの時期でしたら興味のある方は見ていただいてい

るかもしれないですね。年度途中はあまり見ていただけていないように思います。 

委 員 長  他にはありませんか。無いようでしたら、平成 28 年度各担当事業の概要の説明を終わ
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りたいと思います。各館長さんありがとうございました。ご苦労様でした。 

各 館 長  ありがとうございました。失礼します。 

     ＜各館長退室＞ 

委 員 長  それでは 7番の議事に移りたいと思います。 

 

     ●議案 

 

社教課長  ＜第 30 号議案「太子町教育委員会補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定につい

て」朗読＞ 

      57 ページをお開きください。補助対象事業にコミュニティ事業補助と緑化事業補助を

追加いたします。他には自然学校推進事業補助、「トライやる・ウィーク」推進事業補

助、小中学校対外文化・運動競技等選手派遣補助、PTA 活動費補助、青少年育成活動費

補助、文化財保存整備費等補助、スポーツ競技大会選手派遣補助等様々な補助金がある

のですが、今回 2事業追加いたします。コミュニティ事業とは地域の伝統文化を維持推

進していくために要する経費の一部を助成するものです。一般財団法人自治総合センタ

ー、いわゆる宝くじの収益金事業で住民が自主的に活動しているものに助成されます。

町の負担はないもので、自治総合センターから町へ補助金が入り、その額のまま地域の

団体へ助成します。よくあるのが秋祭りの関係で上限は 250 万円です。今年度は田中と

糸井が申請し、先日結果が届きまして田中だけ採択されました。緑化事業補助ですが、

県の緑化推進事業の補助を受けるためのものです。行政が主体ではなく、自治会や PTA

等の団体が主体となって行った緑化事業に助成されます。ただし、公共用地に限るとい

う制限がありますので「自治会がなんで役場の土地にそんなことするのか」という話に

なりますので、こちらも協力させていただきます。具体的にあげますと南総合センター

の駐車場を緑化する予定です。よって、自治会に協力いただいて申請し、町も費用を負

担して、自治会の負担はゼロで実施していこうとしております。学校の緑化にも利用で

きるものです。 

委 員 長  ご意見、ご質問ございますか。 

教育次長  補足させていただきますと、コミュニティ事業について具体的には屋台の改修に使われ

ております。すでに町与と鵤も助成いただいております。緑化事業についても太田小西

側駐車場もこの緑化事業を利用しております。すでに事業は行っていたのですがこの要

綱が抜けておりましたので今回改正させていただきたいと考えております。 

委 員 長  小学校の運動場の芝生化もこの事業ですか。 

管理課長  そうなんですが、例えば直近で言えば東中の運動場とかは町の補助を出さずに、県の補

助だけで実施したのでこの要綱は該当しないのですが、太田小西側駐車場は町も負担し

ております。この緑化事業に該当するように各種団体に実施主体になっていただいて、

町も補助するような手法をとっています。 

委 員  これは自治会から申し出をするのですか。 

管理課長  原則は公共用地を利用するので、太田小西側駐車場で言えば、駐車場を整備しようとい

うときに PTA にこういう事業があるんですけど協力いただけませんか、とお願いしたよ
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うな形です。コミュニティ事業は活動している団体があるので団体主体ですが、緑化事

業は公共用地なので。 

委 員  250 万円の補助は大きいですね。 

委 員  去年までに当たっている鵤とかはこの要綱に該当しないのですか。 

管理課長  該当します。要綱が事後になってしまっておりますが。 

委 員  もし来年糸井がまた申請して採択されたら次はどうなるのですか。 

社教課長  糸井が採択されると、昔に沼田の獅子舞も当たったらしいのでこれで町内は一巡するこ

とになると思います。 

教育次長  「他にもあるよ」と申請いただければ採択されるかもしれません。 

委 員  1 回貰ったら終わりなんですか。 

社教課長  そうすぐにはもらえないとは思いますが10年、15年したらまた当たるかもしれません。

はっきりと何年はダメとかいうことは言われていません。 

委 員  そのあたりは各自判断してくださいよということでしょうね。 

委 員 長  ほかにご意見、ご質問等ございませんか。無いようですので、採決に移らせていただき

ます。議案第 30 号について、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

各 委 員  異議なし。 

委 員 長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

続きまして議案第 31 号お願いします。 

 

管理課長  ＜第 31 号議案「寄附の申出に対する採納の可否について」朗読＞ 

60 ページをお願いします。3件の寄附の申出をいただいております。 

1 件目、寄附申出人は龍田小学校卒業生保護者、品目はテント 1 張、価格は 85,900 円

です。2 件目、寄附申出人は太田小学校卒業生保護者、品目はワンタッチテント 2 張、

価格は 344,000 円です。3件目、寄附申出人は石海小学校卒業生保護者、品目はシュー

ズボックス 2基、価格は 255,300 円です。以上でございます。 

委 員 長  ありがとうございます。寄附採納届一覧表について説明を受けました。 

      最近はテント多いですね。前回もありましたよね。シューズボックスも高額やね。 

委 員  テントにも色々あるんですね。 

委 員  ワンタッチとそうでないものでは値段は倍くらい違うんですね。 

委 員 長  高価なものをありがとうございます。大切に使わせていただきます。 

委 員 長  他に何かご質問等ありませんか。無いようですので、採決に移らせていただきます。議

案第 31 号について、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

各 委 員  異議なし。 

委 員 長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。続いて第 32 号議

案よろしくお願いします。 

 

管理課長  ＜第 32 号議案「学校指定の変更申立てに関する専決処理について」朗読＞ 
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管理課長  ＜第 33 号議案「区域外就学の承諾について」朗読＞ 

       

      以上 2議案については個人情報保護のため非公開 

 

     ●その他 

 

委 員 長  本日の議事は全て終了しましたが、その他事務局より連絡ありますか。 

管理課長  先ほど社会教育課と文化推進課の人事異動の報告がありましたが、管理課も資料は準備

していないのですが報告させていただきます。係長 1名が減り、9人体制であったのが

8人体制になりました。 

委 員 長  少数ですががんばってください。他に連絡がないようでしたら次回は 5 月 18 日（木）

午後 2時 00 分に開会いたします。それでは 4月の定例会はこれで終了させていただき

ます。来週の幼稚園入園式には皆様ご出席いただきますようお願いいたします。ご苦

労様でした。 

 

 

平成 29 年 4 月 7 日 午後 4時 46 分閉議 


